
阿

蘇

市

あ

そ

し

（市 役 所）

一 
 

概

況

 
 

平
成
一
七
年
二
月
一
一
日
、
一
の
宮
町
、
阿
蘇
町
、
波
野
村
の
合
併
に
よ
り
、
人
口
二
八
、

四
四
四
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）、
面
積
約
三
七
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
阿
蘇
市
が
誕
生
し

た
。

 
 

阿
蘇
市
は
、
九
州
の
中
央
、
本
県
の
北
東
部
に
位
置
し
、
阿
蘇
五
岳
（
根
子
岳
・
高
岳
・
中

岳
・
杵
島
岳
・
烏
帽
子
岳
）
の
北
面
、
周
囲
約
一
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
広
大
な
阿
蘇
カ

ル
デ
ラ
の
中
心
部
か
ら
東
・
北
・
西
の
外
輪
山
一
帯
に
広
が
る
原
野
を
占
め
て
い
る
。
北
は
阿

蘇
郡
産
山
村
及
び
南
小
国
町
、
大
分
県
日
田
市
と
、
南
は
阿
蘇
郡
高
森
町
及
び
南
阿
蘇
村
、
東

は
大
分
県
竹
田
市
、
西
は
菊
池
市
及
び
菊
池
郡
大
津
町
と
接
す
る
。
阿
蘇
は
、
九
州
の
水
瓶
と

呼
ば
れ
、
筑
後
川
、
菊
池
川
、
白
川
、
緑
川
、
五
ヶ
瀬
川
、
大
野
川
な
ど
九
州
を
代
表
す
る
河

川
の
源
流
部
に
あ
り
、
市
の
中
央
部
を
神
話
に
彩
ら
れ
た
白
川
の
支
流
で
あ
る
黒
川
が
西
に
向

か
っ
て
流
れ
て
い
る
。
豊
富
な
降
雨
量
と
阿
蘇
火
山
の
噴
火
で
出
来
た
地
下
水
を
涵
養
す
る
に

適
し
た
地
層
に
よ
っ
て
渓
谷
の
湧
水
や
平
野
部
の
自
噴
井
が
随
所
に
見
ら
れ
る
な
ど
火
山
の
恩

恵
か
ら
優
れ
た
景
観
や
環
境
の
み
な
ら
ず
水
に
も
恵
ま
れ
た
地
域
で
も
あ
る
。

 
 

地
形
的
に
は
、
世
界
最
大
級
の
カ
ル
デ
ラ
は
、
比
較
的
平
坦
地
に
な
っ
て
い
る
阿
蘇
谷
と
、

東
部
は
、
起
伏
に
富
み
傾
斜
地
が
多
い
山
林
原
野
、
北
か
ら
西
に
か
け
て
は
草
原
が
連
な
る
外

輪
山
地
域
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

 
 

産
業
と
し
て
は
、
阿
蘇
の
景
観
を
活
か
し
た
観
光
産
業
が
大
き
い
。
ま
た
、
平
野
部
で
は
、

本
県
有
数
の
水
田
地
帯
に
稲
作
、
ト
マ
ト
、
メ
ロ
ン
、
苺
な
ど
が
栽
培
さ
れ
、
東
部
の
高
原
地

帯
で
は
キ
ャ
ベ
ツ
、
大
根
な
ど
の
高
冷
地
蔬
菜
の
栽
培
に
よ
る
農
業
が
営
ま
れ
、
山
麓
牧
野
で

は
褐
毛
和
牛
（
あ
か
牛
）
な
ど
を
主
と
す
る
畜
産
業
が
盛
ん
で
、
ま
た
、
周
辺
山
間
部
で
は
林

業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

 
 

交
通
は
、
熊
本
と
大
分
を
結
ぶ
Ｊ
Ｒ
豊
肥
本
線
（
赤
水
、
市
ノ
川
、
内
牧
、
阿
蘇
、
い
こ
い

の
村
、
宮
地
、
波
野
、
滝
水
の
八
駅
）
と
、
国
道
五
七
号
が
東
西
に
市
央
部
を
横
断
、
ま
た
別

府
か
ら
湯
布
院
、
九
重
を
経
て
本
町
に
至
る
九
州
横
断
道
路
（
や
ま
な
み
ハ
イ
ウ
ェ
ー
）
も
通

る
。
こ
の
他
、
菊
池
市
に
通
じ
る
県
道
四
五
号
（
菊
池
阿
蘇
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
）、
小
国
を
経
て
日

田
に
通
じ
る
国
道
二
一
二
号
、
阿
蘇
山
へ
の
登
山
道
（
阿
蘇
パ
ノ
ラ
マ
ラ
イ
ン
）、
根
子
岳
の
麓

を
経
て
高
森
町
へ
通
じ
る
国
道
二
六
五
号
な
ど
県
境
を
抱
え
る
交
通
の
要
衝
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

観
光
面
や
名
所
旧
跡
は
、
熊
本
県
と
い
う
よ
り
九
州
、
日
本
を
代
表
す
る
観
光
地
で
あ
り
、
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世
界
文
化
遺
産
登
録
、
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
な
ど
を
目
指
す
阿
蘇
火
山
、
屏
風
の
よ
う
に
切

り
立
っ
て
屹
立
す
る
外
輪
山
、
牧
歌
的
な
原
野
が
続
く
草
原
等
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
外
輪
山
各

所
に
設
け
ら
れ
た
展
望
所
か
ら
の
眺
望
は
殊
に
絶
景
、
特
に
、
大
観
峰
か
ら
の
展
望
は
壮
観
で

あ
る
。
ま
た
、
当
地
域
は
、
阿
蘇
く
じ
ゅ
う
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
、
ミ
ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
、
ハ

ル
リ
ン
ド
ウ
や
ス
ズ
ラ
ン
な
ど
、
希
少
な
野
生
植
物
が
数
多
く
自
生
し
て
い
る
。
明
治
三
〇
年

に
湧
き
出
し
た
と
い
う
内
牧
温
泉
を
始
め
、
市
内
各
地
に
湧
出
す
る
温
泉
へ
足
を
運
ぶ
観
光
客

も
多
い
。
ま
た
、
国
立
阿
蘇
青
少
年
交
流
の
家
な
ど
の
研
修
施
設
や
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
な
ど
の

ス
カ
イ
ス
ポ
ー
ツ
、
豊
か
な
食
と
農
を
組
み
合
わ
せ
た
体
験
型
観
光
に
も
近
年
人
気
が
集
ま
っ

て
い
る
。
阿
蘇
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
大
草
原
の
野
焼
き
、
往
生
岳
の
火
文
字
焼
な
ど
イ
ベ
ン

ト
も
多
種
多
様
で
あ
る
。 

合
併
前
の
一
の
宮
町
は
、
全
国
に
五
〇
〇
を
超
え
る
末
社
な
ど
を
有
す
る
肥
後
一
の
宮
、
官

幣
大
社
に
列
せ
ら
れ
て
い
た
格
式
の
高
い
阿
蘇
神
社
の
鎮
座
す
る
地
で
あ
り
、
阿
蘇
神
社
に
は

阿
蘇
開
拓
の
祖
（
神
武
天
皇
の
孫
の
健
磐
龍
命
）
な
ど
一
二
神
が
祀
ら
れ
、
年
間
を
通
じ
て
行

わ
れ
る
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
「
阿
蘇
の
農
耕
祭
事
」
な
ど
、
神
事
も
数
多
く
門
前
町

も
湧
水
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
進
ん
で
い
る
。 

阿
蘇
山
上
の
古
坊
中
は
、
昔
時
、
高
僧
最
栄
が
、
一
庵
を
構
え
た
こ
と
か
ら
我
が
国
の
僧
侶

山
伏
の
修
験
道
場
と
し
て
俗
に
い
う
三
六
坊
五
二
庵
の
寺
院
が
建
て
ら
れ
聖
武
天
皇
の
勅
願
道

場
と
し
て
隆
盛
を
極
め
た
と
さ
れ
、
中
国
の
明
の
永
楽
帝
よ
り
寿
安
鎮
国
山
の
山
号
を
贈
ら
れ

た
が
、
戦
国
時
代
に
灰
燼
に
帰
し
、
現
在
は
山
麓
の
坊
中
の
西
願
殿
寺
が
当
時
の
名
残
を
留
め

て
い
る
。 

ま
た
、
市
東
部
に
あ
る
波
野
地
区
は
、
神
楽
の
里
で
あ
り
、
道
の
駅
波
野
「
神
楽
苑
」
に
は
、

神
楽
の
定
期
公
演
や
資
料
館
が
あ
り
、
そ
ば
打
ち
体
験
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

  

二 

市
名
の
由
来 

 

「
阿
蘇
市
」
と
い
う
新
市
名
称
は
、
阿
蘇
中
部
四
町
村
で
の
協
議
が
行
わ
れ
て
い
た
平
成
一

五
年
五
月
の
任
意
協
議
会
の
場
で
決
定
さ
れ
た
が
、
世
界
的
な
知
名
度
を
誇
る
阿
蘇
山
を
擁
す

る
当
該
地
域
に
お
い
て
は
、「
阿
蘇
」
の
名
が
広
く
地
域
住
民
に
浸
透
し
て
お
り
、
協
議
の
場
で

は
各
町
村
か
ら
異
論
も
な
く
、
満
場
一
致
で
こ
れ
に
決
し
た
。 

 

三 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯 

 

１ 

合
併
関
係
町
村
の
状
況 

     

（
一
） 

阿
蘇
郡
一
の
宮
町 

昭
和
二
九
年
四
月
一
日
、
宮
地
町
、
坂
梨
村
、
古
城
村
、
中
通
村
が
合
併
し
て
で
き
た
町

で
、
町
の
大
部
分
は
阿
蘇
谷
の
平
坦
地
に
あ
る
。
面
積
は
約
一
〇
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
。 

（
二
） 

阿
蘇
郡
阿
蘇
町 

昭
和
二
九
年
四
月
一
日
、
内
牧
町
、
黒
川
村
、
永
水
村
、
尾
ヶ
石
村
、
山
田
村
が
合
併
し

て
で
き
た
町
で
、
一
の
宮
町
同
様
、
阿
蘇
五
岳
と
外
輪
山
に
南
北
を
挟
ま
れ
た
平
坦
地
を
有

す
る
。
面
積
は
約
一
九
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る 

（
三
） 

阿
蘇
郡
波
野
村 

明
治
二
二
年
、
波
野
村
、
新
波
野
村
、
中
江
村
、
滝
水
村
、
小
池
野
村
、
赤
仁
田
村
、
小

園
村
の
合
併
に
よ
り
誕
生
し
、
以
後
単
独
村
制
の
ま
ま
近
年
に
至
っ
た
。
村
全
体
が
阿
蘇
外

輪
山
の
東
部
高
原
地
帯
に
あ
り
、
面
積
は
約
七
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

 

２ 

検
討
の
経
緯 

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
、
当
地
域
に
つ
い
て

は
、
一
の
宮
町
、
阿
蘇
町
、
南
小
国
町
、
小
国
町
、
産
山
村
、
波
野
村
の
阿
蘇
中
北
部
の
六
町

村
が
合
併
パ
タ
ー
ン
と
し
て
示
さ
れ
、
こ
れ
を
一
つ
の
叩
き
台
と
し
て
検
討
が
進
ん
だ
が
、
平

成
一
四
年
春
に
至
り
、
一
の
宮
町
、
阿
蘇
町
、
産
山
村
、
波
野
村
の
中
部
四
町
村
と
、
小
国
町
、

南
小
国
町
の
北
部
二
町
と
い
う
枠
組
み
に
収
斂
し
て
き
た
。 

 

こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
四
年
八
月
、
四
町
村
で
の
合
併
任
意
協
議
会
が
ス
タ

ー
ト
し
た
が
、
約
一
年
後
の
平
成
一
五
年
九
月
、
合
併
に
よ
り
地
域
の
埋
没
な
ど
を
懸
念
し
た

 

一
の
宮
町 

 
 

 
 

 

阿
蘇
市 

 

阿
蘇
町 

 
 

 
 

 

（
平
・
一
七
・
二
・
一
一 

新
設
） 

 

波
野
村 
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 －3－

産
山
村
が
、
こ
の
合
併
枠
組
み
か
ら
離
脱
し
た
た
め
、
残
る
三
町
村
は
、
産
山
村
に
慰
留
す
る

と
と
も
に
、
産
山
村
の
参
加
が
難
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
三
町
村
で
の
協
議
を
継
続
す
る
こ
と
で

合
意
し
、
平
成
一
七
年
二
月
一
一
日
に
阿
蘇
市
が
誕
生
し
た
。
（
第
二
編
「
阿
蘇
地
域
」
参
照
）

 

 

３ 

合
併
協
議
会
に
お
け
る
協
定
事
項
等 

（
※
基
本
的
協
議
項
目
及
び
合
併
特
例
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
協
議
項
目
を
記
載
） 

（
一
） 

合
併
の
方
式 

一
の
宮
町
、
阿
蘇
町
、
波
野
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
市
を
設
置
す
る
新
設

合
併
（
対
等
合
併
）
と
す
る
。 

（
二
） 

合
併
の
期
日 

 

合
併
の
期
日
を
平
成
一
七
年
二
月
一
一
日
と
す
る
。 

（
三
） 

新
市
の
名
称 

 

新
市
の
名
称
を
「
阿
蘇
市
」
と
す
る
。 

（
四
） 

新
市
の
事
務
所
の
位
置 

 
 

１ 

新
市
の
事
務
所
の
設
置
方
式
に
つ
い
て
は
、
本
庁
方
式
（
集
中
方
式
）
と
す
る
。 

２ 

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
一
の
宮
町
大
字
宮
地
五
〇
四
番
地
の
一
（
現

在
の
一
の
宮
町
役
場
）
と
す
る
。 

 
 

３ 

現
在
の
阿
蘇
町
、
波
野
村
に
そ
れ
ぞ
れ
支
所
を
お
く
も
の
と
す
る
。 

（
付
帯
事
項
） 

 

①
道
路
ア
ク
セ
ス
（
通
称
八
メ
ー
タ
ー
道
路
）
の
早
急
な
る
整
備
促
進
を
図
る
た
め
、
関
係

機
関
と
も
協
議
の
う
え
期
成
会
等
を
立
ち
上
げ
、
県
へ
の
働
き
か
け
を
強
化
す
る
こ
と
と
す

る
。 

 

②
一
の
宮
町
役
場
を
本
庁
舎
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
つ
な
が

ら
な
い
よ
う
平
成
一
七
年
二
月
一
一
日
ま
で
に
竣
工
し
、
か
つ
、
入
庁
で
き
る
よ
う
に
努
め
、

あ
と
で
手
直
し
等
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
庁
舎
建
設
委
員
会
等
を
設
置
し
具
体
的
に
検
討
す

る
と
と
も
に
、
合
併
推
進
債
等
の
有
効
財
源
活
用
に
よ
り
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

③
人
口
的
見
地
か
ら
み
て
、
庁
舎
の
位
置
調
整
を
円
滑
に
進
め
庁
舎
の
利
活
用
の
頻
度
及
び

他
の
施
設
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
と
、
推
進
協
議
会
で
整
備
・
建
設
を
検
討
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
文
化
ホ
ー
ル
（
公
民
館
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
速
や
か
に
阿
蘇
町
内

に
建
設
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

④
一
の
宮
町
の
現
庁
舎
を
改
築
・
改
修
し
本
庁
舎
に
し
た
場
合
、
他
の
町
村
の
支
所
に
つ
い

て
は
合
併
ま
で
に
具
体
的
な
検
討
を
行
い
、
合
併
後
速
や
か
に
新
築
及
び
改
築
を
講
ず
る
こ

と
と
す
る
。 

（
五
） 

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い 

五 

一 

財
産
区
等 

１ 

新
し
い
財
産
区
は
設
置
し
な
い
。
た
だ
し
、
一
の
宮
町
の
財
産
区
に
つ
い
て
は
そ
の

ま
ま
存
続
し
、
事
務
に
つ
い
て
も
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

２ 

部
落
有
林
等
（
純
部
落
有
林
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
出
来
る
限
り
実
態
を
調
査
し

た
上
で
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

行
政
財
産
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
普
通
財
産
の
山
林
・
原

野
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
全
に
努
め
、
使
用
・
処
分
等
の
権
利
関
係
に
つ
い
て
は
、
合

併
前
の
旧
町
村
の
旧
慣
行
を
適
用
し
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

 

五 

二 

基
金
等 

１ 

有
価
証
券
・
出
資
権
利
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

 
 

２ 

国
民
健
康
保
険
関
係
基
金
以
外
の
基
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
四
年
度
決
算
後
の
標

準
財
政
規
模
の
そ
れ
ぞ
れ
一
五
％
を
持
寄
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

債
務
に
つ
い
て
は
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

（
六
） 

新
市
建
設
計
画 

新
市
建
設
計
画
は
、
別
添
「
新
阿
蘇
市
建
設
計
画
」
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
七
） 

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

１ 

議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の

規
定
を
適
用
し
、
合
併
後
二
年
間
、
引
き
続
き
新
市
の
議
会
の
議
員
と
し
て
在
任
す
る
。

 

 
 

２ 

新
市
に
お
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
一
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
現
在
の
一
の
宮

町
、
阿
蘇
町
、
波
野
村
を
そ
れ
ぞ
れ
区
域
と
す
る
選
挙
区
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

選
挙
区
の
設
置
は
一
期
限
り
と
し
、
各
選
挙
区
ご
と
の
議
員
定
数
は
、
現
在
の
一
の

宮
町
八
人
、
阿
蘇
町
一
五
人
、
波
野
村
三
人
と
す
る
。
ま
た
、
二
期
目
以
降
は
選
挙
区

は
設
置
せ
ず
全
市
一
選
挙
区
の
定
数
二
六
人
と
す
る
。 

 
 

４ 

投
票
所
の
見
直
し
や
開
票
所
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
。 

（
八
） 
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

 
 

１ 

農
業
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 

新
市
に
一
つ
の
農
業
委
員
会
を
設
置
す
る
。 

 
 

２ 

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
に
つ
い
て 
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新
市
に
お
け
る
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
三
〇
名
と
す
る
。 

 
 

３ 

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
任
期
に
つ
い
て 

三
町
村
の
選
挙
に
よ
る
委
員
で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
一
七
年
七
月
一
九
日
ま
で
の
間
、

引
き
続
き
新
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
在
任
す
る
。 

 
 

４ 

選
挙
区
の
設
置
に
つ
い
て 

特
例
期
間
終
了
後
は
、
次
の
区
域
に
よ
る
選
挙
区
を
設
置
し
て
選
挙
を
行
う
。
選
挙 

区
毎
の
定
数
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一
の
宮
選
挙
区
九
名
、
黒
川
選
挙
区
六
名
、
内
牧
選
挙
区
三
名
、 

山
田
選
挙
区
三
名
、
永
水
・
尾
ヶ
石
選
挙
区
五
名
、
波
野
選
挙
区
四
名 

（
九
） 

地
方
税
の
取
扱
い 

 
 

１ 

三
町
村
で
差
異
の
あ
る
税
制
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

ア 

個
人
町
村
民
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
一
の
宮
町
の
例
に
よ
る
。 

 
 

イ 

固
定
資
産
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
一
の
宮
町
及
び
阿
蘇
町
の
例
に
よ
る
。 

 
 

ウ 

入
湯
税
の
税
率
及
び
納
期
に
つ
い
て
は
阿
蘇
町
の
例
に
よ
る
。 

 
 

２ 

国
土
調
査
に
つ
い
て
は
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
早
急
に
調
査
を
完
了
す

る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
基
準
点
の
管
理
に
つ
い
て
も
新
市
に
お
い
て
引
き
続
き
事
業

を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

納
税
組
合
に
つ
い
て
は
、
存
続
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
納
税
組
合
奨
励
金
交
付
方
法

等
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
。 

 
 

４ 

個
人
町
村
民
税
及
び
固
定
資
産
税
に
か
か
る
全
期
前
納
報
奨
金
に
つ
い
て
は
廃
止
す

る
。 

（
一
〇
） 

一
般
職
員
の
身
分
の
取
扱
い 

 

一
般
職
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

一
般
職
の
職
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
に
よ
り
、

す
べ
て
新
市
の
職
員
と
し
て
引
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

 
 

２ 

職
員
定
数
は
合
併
時
の
職
員
実
数
と
し
、
合
併
ま
で
の
新
規
採
用
は
今
後
の
退
職
者

分
を
上
限
と
す
る
と
と
も
に
、
合
併
後
の
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
定
員
モ
デ
ル
及
び
類

似
団
体
の
定
員
を
目
標
に
定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の
適
正
化
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及
び
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
、
統
一

を
図
る
。 

４ 

職
員
の
職
の
設
置
並
び
に
職
名
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇
の
観
点

か
ら
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

 

４ 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長 

       

５ 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表 

                

 

波
野
村 

阿
蘇
町 

一
の
宮
町 

 

町
村
名 

市
原 

新 

河
﨑 

敦
夫 

渡
邉 

力
丸 

 
 
 

長 

松
尾 

征
毅 

 

助 

役 

甲
斐 

誠
一 

松
村 

勝
美 

古
市 

陸
男 

 

収
入
役 

水
野 

日
出
男 

松
永 

勲 

家
入 

哲
也 

 

議 

長 

古
澤 

國
義 

家
入 

澄
雄 

宮
崎 

昭
光 

 

副
議
長 

 

  

生
産 

額 業
態
生

業
の 

割
合 

中
学
校
以 

上
の
学
校 

第
三
次
産
業
（
百
万
円
）

第
二
次
産
業
（
百
万
円
） 

第
一
次
産
業
（
百
万
円
） 

前
年
度
予
算
総
額 

 

（
百
万
円
） 

市
町
村
税
納
税
額 

 

（
百
万
円
） 

高
等
学
校 

中
学
校 

 
 
 
 

計 

第
三
次
産
業
（
人
） 

第
二
次
産
業
（
人
） 

第
一
次
産
業
（
人
） 

 

面 
 
 
 
 
 
 

積
（?

） 

 

戸 
 
 
 
 
 
 

数
（
戸
） 

 

人 
 
 
 
 
 
 

口
（
人
） 

 
 
 
 

 
 
 

区 
 
 
 

分 

七
二
、
一
四
二

二
八
、
五
六
二 

六
、
九
〇
四 

一
四
、
六
〇
七 

二
、
五
八
七 二 四 

一
五
、
三
一
二 

八
、
七
九
四 

三
、
六
〇
四 

二
、
九
一
〇 

三
七
六
．
二
五 

一
〇
、
二
九
六 

三
〇
、
六
〇
四 

  
 
 

阿
蘇
市 

二
五
、
八
六
一

一
二
、
三
六
四 

二
、
七
三
〇 

四
、
七
六
七 

八
二
二 二 一 

四
、
九
三
七 

二
、
八
五
二 

一
、
二
〇
〇 

八
八
五 

一
〇
五
．
五
三 

三
、
五
三
八 

一
〇
、
〇
一
七 

 

一
の
宮
町 

四
二
、
九
九
九

一
五
、
二
四
八 

二
、
九
二
一 

七
、
六
七
〇 

一
、
六
七
六 〇 二 

九
、
四
四
三 

五
、
六
〇
八 

二
、
二
六
一 

一
、
五
七
四 

一
九
九
．
三
六 

六
、
二
一
五 

一
八
、
七
七
一 

 
 

阿
蘇
町 

三
、
二
八
二

九
五
〇

一
、
二
五
三

二
、
一
七
〇

八
九〇一

九
三
二

三
三
八

一
四
三

四
五
一

七
一
．
三
六

五
四
三

一
、
八
一
六

 
 

波
野
村 

 
 
 
 
 
 
 

合 

併 

関 

係 

町 

村 
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四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

【
旧
阿
蘇
郡
一
の
宮
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 
 

宮
地
町

 
 

宮
地
は
、
昔
、
阿
蘇
大
神
が
阿
蘇
地
方
統
治
の
た
め
、
今
の
阿
蘇
谷
に
降
っ
て
宮
居
を
定
め

た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
か
ら
宮
地
と
言
い
伝
え
ら
れ
た
。
以
来
、
阿
蘇
氏
が
こ
の
地
に
居
住
し
て
、

阿
蘇
の
国
を
治
め
、
中
世
に
お
い
て
は
、菊
池
氏
と
と
も
に
肥
後
の
豪
族
と
し
て
活
躍
し
た
が
、

豊
臣
秀
吉
が
島
津
氏
を
征
伐
し
た
と
き
そ
の
怒
り
に
触
れ
て
阿
蘇
氏
の
所
領
は
奪
わ
れ
た
。
し

か
し
、
加
藤
清
正
が
肥
後
を
領
有
す
る
や
、
阿
蘇
氏
を
は
じ
め
神
職
そ
の
他
も
全
て
も
と
に
復

し
た
。
こ
れ
を
「
慶
長
の
お
取
立
て
」
と
い
い
、
宮
地
も
ま
た
、
従
前
の
面
目
を
取
り
戻
す
に

至
っ
た
。
旧
藩
時
代
、
宮
地
は
、
宮
地
町
、
東
宮
地
、
西
宮
地
、
北
宮
地
、
西
宮
地
（
分
）
の

各
村
お
よ
び
四
分
一
村
の
一
町
五
村
に
分
か
れ
て
い
て
、各
村
に
一
人
の
庄
屋
が
置
か
れ
た
が
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
庄
屋
を
廃
し
て
里
正
が
置
か
れ
た
。
ま
た
、
五
年
、
大
小
区
制
が
布

か
れ
、
七
年
に
宮
地
は
、
第
一
一
大
区
第
三
小
区
と
な
り
戸
長
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
た
。
明
治

九
年
、
宮
地
地
区
は
合
併
し
て
宮
地
村
と
な
り
、
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り

宮
地
、
中
通
の
両
村
が
一
行
政
区
域
と
な
り
、
一
七
年
に
も
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
二
二
年

の
町
村
制
の
施
行
に
伴
い
単
独
村
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
三
四
年
一
月
一
日
町
制
を
施
行
し
、

宮
地
町
と
な
っ
た
。

 
 

旧
藩
時
代
は
、
坂
梨
手
永
に
属
し
、
坂
梨
に
会
所
を
置
き
惣
庄
屋
が
こ
れ
を
統
治
し
た
。
明

治
五
年
（
一
八
七
二
）
大
小
区
制
が
布
か
れ
て
、
坂
梨
、
北
坂
梨
の
両
村
は
第
二
六
大
区
第
一

小
区
と
な
っ
た
が
、
七
年
の
改
正
に
よ
り
両
村
の
地
域
は
宮
地
村
な
ど
と
と
も
に
第
一
一
大
区

第
三
小
区
に
編
入
さ
れ
、
九
年
、
坂
梨
村
、
馬
場
村
、
古
閑
村
が
合
併
し
て
坂
梨
村
と
な
り
、

二
二
年
の
町
村
制
の
施
行
に
伴
い
坂
梨
村
と
北
坂
梨
村
の
一
部
が
合
併
し
て
坂
梨
村
と
な
っ

た
。

 
 

旧
藩
時
代
、
本
村
の
地
域
は
、
坂
梨
手
永
に
属
し
、
井
手
村
、
中
原
村
、
東
下
原
村
、
西
下

原
村
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
に
よ
り
第
一
一
大
区
第
三
小
区

に
属
し
た
。
明
治
九
年
、
合
併
し
て
中
通
村
と
な
っ
た
。
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に

よ
り
宮
地
村
と
一
行
政
区
域
を
な
し
た
が
、二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
伴
い
単
独
村
と
な
っ
た
。

 
 

昔
、
阿
蘇
大
神
が
阿
蘇
地
方
統
治
の
際
、
居
所
を
置
か
れ
た
と
こ
ろ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
今

も
国
造
神
社
は
、
国
造
、
速
瓶
玉
命
を
祀
っ
て
あ
り
、付
近
に
は
古
墳
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

 
 

旧
藩
時
代
に
は
坂
梨
手
永
に
属
し
、
北
坂
梨
、
手
野
、
上
野
中
、
下
野
中
、
上
三
ヶ
、
下
三

ヶ
、
尾
籠
の
各
村
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
の
下
で
は
第

一
一
大
区
第
三
小
区
に
属
し
た
。
九
年
、
上
野
中
、
下
野
中
、
上
三
ヶ
、
下
三
ヶ
の
各
村
が
合

（
四
） 

 

古
城
村

（
三
） 

 

中
通
村

（
二
） 

 

坂
梨
村
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市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

宮

地

町

坂

梨

村

中

通

村

古

城

村

一

の

宮

町

一

の

宮

町

昭
二
九
・
四

・
一
新
設

（

）

明
二
二
・
四

・
一
新
設

（

）

明
二
二
・
四

・
一
新
設

（

） 明
三
四
・
一

・
一
町
制
施
行

（

）

宮

地

村

宮

地

村

宮

地

村

坂

梨

村

中

通

村

中

通

村

手

野

村

三

野

村

北
坂
梨
村
（
字
豆
札

　

を
除
く
）

北
坂
梨
村
字
豆
札

坂

梨

村

坂

梨

村

古

城

村

古

城

村
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併
し
て
三
野
村
と
な
り
、
尾
籠
は
手
野
村
に
合
併
さ
れ
た
。
一
二
年
に
は
、
手
野
、
三
野
、
北

坂
梨
の
各
村
は
坂
梨
村
等
と
と
も
に
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
が
、
二
二
年
の
町
村
制
の
施
行
に

あ
た
り
、
手
野
村
、
三
野
村
お
よ
び
北
坂
梨
村
（
字
豆
札
を
除
く
）
が
合
併
し
て
古
城
村
と
な

っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

宮
地
町
、
坂
梨
村
、
中
通
村
及
び
古
城
村
の
四
か
町
村
は
、
阿
蘇
山
及
び
阿
蘇
外
輪
山
に
囲

ま
れ
た
盆
地
に
あ
っ
て
、
昔
か
ら
地
理
的
、
社
会
的
に
一
体
性
を
有
し
て
い
た
。 

ま
た
、
近
く
は
、
中
学
校
等
も
合
併
の
数
年
前
か
ら
一
部
事
務
組
合
を
設
置
し
て
い
た
の
で
、

合
併
の
下
地
は
十
分
で
き
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
各
町
村
は
、
財
政
力
を
充
実
し
、

行
政
の
能
率
化
と
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
、
真
剣
に
合
併
を
考
慮
し
て
い
た
と
き
で
あ

っ
た
。
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
〇
月
、
町
村
合
併
促
進
法
が
施
行
さ
れ
る
や
、
宮
地
町

は
人
口
六
、
〇
四
六
人
、
坂
梨
、
中
通
、
古
城
の
各
村
は
い
ず
れ
も
二
、
〇
〇
〇
人
余
の
村
で

あ
り
、
こ
の
貧
弱
な
財
政
力
で
は
到
底
十
分
な
仕
事
が
で
き
な
い
か
ら
早
急
に
合
併
す
べ
き
だ

と
の
気
運
が
盛
り
あ
が
り
、
関
係
町
村
が
任
意
に
設
立
し
た
促
進
委
員
会
を
数
回
に
わ
た
っ
て

開
催
し
、
合
併
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
県
の
合
併
試
案
に
基
づ
い
て
合
併

協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
翌
二
九
年
一
月
二
一
日
、
合
併
協
議
会
を
設
置
、
即
日

事
務
局
を
開
設
し
て
、
た
だ
ち
に
町
村
の
現
況
調
査
お
よ
び
新
町
建
設
計
画
の
策
定
に
と
り
か

か
っ
た
。 

県
の
合
併
試
案
に
つ
い
て
は
、
関
係
町
村
と
も
異
論
は
な
か
っ
た
が
、
中
通
村
は
、
学
制
改

革
に
よ
っ
て
中
学
校
を
隣
接
山
田
村
と
共
同
で
設
立
し
た
経
緯
か
ら
、
山
田
村
を
含
む
五
か
町

村
合
併
を
考
え
、
山
田
村
当
局
と
再
三
に
わ
た
っ
て
折
衝
を
行
っ
た
が
、
結
局
、
地
理
的
関
係

か
ら
不
成
功
に
終
っ
た
。 

合
併
協
議
会
に
お
い
て
は
、
財
産
処
分
に
つ
い
て
四
か
町
村
の
う
ち
最
も
多
額
の
村
有
林
を

所
有
す
る
古
城
村
が
、
財
産
区
を
設
立
す
る
と
の
強
い
意
見
を
だ
し
た
ほ
か
は
大
し
た
問
題
も

な
く
、
二
月
一
〇
日
に
は
建
設
計
画
、
協
定
事
項
の
決
定
を
行
い
、
二
月
一
五
日
、
関
係
町
村

の
議
会
は
、
合
併
議
案
の
議
決
を
完
了
し
た
。 

新
町
名
は
、
神
武
天
皇
の
孫
、
健
磐
龍
命
を
ま
つ
る
肥
後
一
の
宮
阿
蘇
神
社
が
町
の
中
心
に

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
一
の
宮
町
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

職
員
の
身
分
取
扱
い 

 

原
則
と
し
て
三
役
を
除
き
全
員
を
引
き
継
ぐ
も
の
す
る
。 

２ 

退
職
手
当
の
支
給
方
法 

三
役
の
退
職
手
当
は
、
合
併
関
係
町
村
が
支
給
す
る
。
一
般
職
員
の
退
職
手
当
は
、
新

町
が
支
給
す
る
。 

（
二
） 

新
町
役
場
機
構 

１ 

三
役
の
定
数 

 

町
長
一
人
、
助
役
二
人
、
収
入
役
一
人
と
す
る
。 

２ 

役
場
の
機
構 

総
務
課
、
税
務
課
、
経
済
課
、
社
会
課
、
土
木
課
の
五
課
と
し
、
各
課
に
課
長
を
置
く
。

 

３ 

出
張
所
の
機
構
お
よ
び
職
員
定
数 

 

所
長
一
人
、
所
員
二
人
を
置
く
。 

（
三
） 

駐
在
員
の
統
合
整
備 

密
集
地
帯
は
、
一
〇
〇
戸
を
も
っ
て
一
単
位
と
し
、
農
村
は
五
〇
戸
を
も
っ
て
一
単
位
と

す
る
。 

（
四
） 

農
業
委
員
会
の
統
合
整
備 

昭
和
二
九
年
七
月
迄
は
各
町
村
の
農
業
委
員
会
を
地
区
農
業
委
員
会
と
し
て
存
置
す
る
。 

（
五
） 

国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営 

古
城
村
の
国
民
健
康
保
険
は
現
在
の
ま
ま
存
続
し
、
他
は
新
町
の
発
足
後
す
み
や
か
に
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
六
） 

町
村
税
の
滞
納
整
理 

最
大
限
の
努
力
を
し
、
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
徴
収
を
目
標
と
す
る
。 

（
七
） 

大
字
区
域
の
変
更 

大
字
の
あ
る
町
村
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
他
は
旧
町
村
区
域
を
大
字
区
域
と
す
る
。 

（
八
） 

町
村
議
会
議
員
の
任
期 

議
員
の
任
期
は
、
一
年
延
期
す
る
。 

（
九
） 

財
産
の
処
分 

１ 

行
政
財
産
は
、
す
べ
て
一
の
宮
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

２ 

新
町
の
基
本
財
産
と
し
て
、
各
村
に
お
け
る
山
林
の
時
価
評
価
額
の
最
低
額
を
基
準
と

し
て
財
政
計
画
逐
行
に
必
要
な
額
の
山
林
を
人
口
比
率
に
よ
り
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
山
林

原
野
そ
の
他
の
基
本
財
産
は
財
産
区
と
す
る
。 

−1076−−1077−



町

村

名

宮

地

町

坂

梨

村

中

通

村

古

城

村
　
　

長

緒
方

重
吉

藤
川

金
久

甲
斐

重
喜

江
藤

逸
司

　

助

役

竹
中

義
人

管

省
己

高
宮

弥

山
辺
一
十
六

　

収

入

役

家
入

静
雄

鳴
川

玉
造

井
手

継
人

拓
殖

逸
郎

　

議

長　

宮
川

宗
雄

石
田

佐
平

森
本

末
彦

管

尊
　

副

議

長

後
藤

徳
長

古
閑

清

笹
原

徳

市
原

申
平

３ 
 

坂
梨
村
の
簡
易
水
道
施
設
は
、
一
の
宮
町
大
字
坂
梨
財
産
区
と
し
て
存
続
す
る
。

４ 
 

原
野
は
、
従
来
の
使
用
慣
行
を
尊
重
す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

区

分

人

口

戸

数

面

積

戸人
人人人人人人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

計

千
円

千
円

そ
の
他

計

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

そ
の
他

の
業
態

中
学
校
以

上
の
学
校

都
市
的

業

態

業

態

生

業

の
割
合

農

業千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

一
三
、
二
七
七

二
、
五
九
七

一
〇
五
・
五
三

一
、
三
五
五

四
、
六
二
二

五
、
九
七
七

五
、
五
七
〇

一
、
七
三
〇

七
、
三
〇
〇

一
八二二

二
二
、
一
九
〇

五
、
一
二
五

二
五
、
六
七
九

五
七
、
六
九
〇

―

八
二
、
二
〇
二

二
一
〇
、
七
三
八

一
三
四
、
一
〇
五

四
二
七
、
〇
四
五

六
、
三
五
六

一
、
三
三
〇

一
八
・
七
一

一
、
一
二
七

四
、
二
七
九

五
、
四
〇
六

九
五
〇

―

九
五
〇

一
五一二

一
三
、
一
八
九

四
、
三
九
七

一
三
、
二
五
八

三
五
、
一
二
〇

―

八
二
、
二
〇
二

五
四
、
九
三
二

九
九
、
八
七
二

二
三
七
、
〇
〇
六

二
、
二
四
七

四
三
四

二
三
・
二
九

九
二

三
三
五

四
二
七

六
四
八

一
、
一
七
二

一
、
八
二
〇一

――

三
、
四
一
七

三
四
〇

三
、
九
七
一

七
、
一
三
四

――

二
七
、
九
二
二

三
一
、
八
八
〇

五
九
、
八
一
〇

二
、
一
三
七

三
九
四

二
五
・
三
三

一
三
六八

一
四
四

一
、
六
九
九

二
九
四

一
、
九
九
三一一

―

二
、
七
七
三

二
七
五

三
、
八
二
六

七
、
一
七
二

――

六
〇
、
三
九
六

一
、
二
三
二

六
一
、
六
二
三

二
、
五
三
七

四
二
九

三
八
・
二
〇

―――

二
、
二
七
三

二
六
四

二
、
五
三
七一

――

二
、
八
一
一

一
一
三

四
、
六
二
四

八
、
二
六
四

――

六
七
、
四
八
八

一
、
一
二
一

六
八
、
六
〇
九

官

公

署

中

学

校

会
社
、工
場
、事
業
場（
資
本
金
五
百
万
円
以
上
）

一
の
宮
町

合

併

町

村

宮
地
町

坂
梨
村

中
通
村

古
城
村
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（
一
） 

 

黒
川
村

 
 

こ
の
地
域
は
、
阿
蘇
の
神
火
を
慕
っ
て
集
ま
っ
た
僧
侶
、
山
伏
等
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た

寺
院
と
と
も
に
盛
衰
を
た
ど
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
、
阿
蘇
家
に
よ
っ
て
、

鎌
倉
時
代
に
は
、
一
時
、
北
条
氏
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
た
が
、
再
び
阿
蘇
家
の
支
配
下
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

 
 

旧
藩
時
代
に
は
、
郡
代
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
内
牧
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一

八
七
四
）
、
第
一
一
大
区
第
一
、
第
二
小
区
に
属
し
た
が
、一
二
年
に
役
犬
原
、
西
町
、
竹
原

の
三
か
村
は
山
田
村
な
ど
と
と
も
に
、
乙
姫
、
蔵
原
、
黒
川
の
三
か
村
は
永
草
村
な
ど
と
と

も
に
一
行
政
区
域
を
成
し
た
が
、
一
七
年
の
行
政
区
域
の
一
部
変
更
を
経
て
、
二
二
年
の
町

村
制
の
施
行
に
と
も
な
い
役
犬
原
村
な
ど
六
か
村
が
合
併
し
て
黒
川
村
と
な
っ
た
。

（
二
） 

 

永
水
村

 
 

旧
藩
時
代
、
こ
の
地
域
は
内
牧
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
は
、

第
一
一
大
区
第
一
小
区
に
編
入
さ
れ
た
が
、一
二
年
に
郡
区
町
村
編
制
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、

永
草
村
は
乙
姫
村
な
ど
八
か
村
と
、
車
帰
、
無
田
、
赤
水
の
三
か
村
は
的
石
村
な
ど
五
か
村

と
そ
れ
ぞ
れ
行
政
区
域
を
と
も
に
し
た
。
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
と
も
な
い
、
黒
川
村
列
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【
旧
阿
蘇
郡
阿
蘇
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

黒

川

村

永

水

村

尾
ヶ
石
村

内

牧

町

山

田

村

阿

蘇

町

阿

蘇

町

昭
二
九
・
四

・
一
新
設

役
犬
原
村

西

原

村

竹

原

村

乙

姫

村

蔵

原

村

黒

川

村

赤

水

村

無

田

村

車

帰

村

永

草

村

狩

尾

村

跡
ヶ
瀬
村

的

石

村

黒

川

村

黒

川

村

永

水

村

永

水

村

尾

ヶ

石

村

尾

ヶ

石

村

（

）

昭
二
二
・
四

・
一
新
設

（

）

明
二
二
・
四

・
一
新
設

（

）

明
三
九
・
四

町
制
施
行

（

）

昭
二
二
・
四

・
一
新
設

（

）

昭
二
二
・
四

・
一
新
設

（

）

昭
二
二
・
四

・
一
新
設

（

）

内

牧

村

湯

浦

村

西
湯
浦
村

小

里

村

三
久
保
村

南
宮
原
村

西
小
園
村

山

田

村

小

倉

村

今

町

村

小

池

村

黒
流
町
村

小
野
田
村

内

牧

村

山

田

村

山

田

村

内

牧

町

内

牧

町
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の
永
草
村
と
赤
水
村
列
の
車
帰
、
無
田
、
赤
水
の
三
か
村
が
合
併
し
て
永
水
村
と
な
っ
た
。

本
村
は
、
大
正
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
の
政
争
の
余
波
を
受
け
て
村
政
運
営
に
支
障
を

き
た
し
た
こ
と
が
あ
り
、
歴
代
村
長
中
三
人
の
移
入
村
長
に
よ
っ
て
、
一
〇
年
間
変
則
的
な

村
政
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

（
三
） 

尾
ケ
石
村 

旧
藩
時
代
、
本
村
の
地
域
は
内
牧
手
永
に
属
し
、
阿
蘇
大
明
神
が
狩
を
さ
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
と
っ
た
狩
尾
村
と
、
阿
蘇
大
名
神
が
杵
島
嶽
か
ら
弓
を
射
ら
れ
た
的
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
名
づ
け
ら
れ
た
的
石
村
と
、
跡
ケ
瀬
村
の
三
か
村
に
分
か
れ
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八

七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
下
で
は
第
一
三
大
区
第
一
小
区
に
属
し
、
一
二
年
に
赤
水
村
等

と
一
行
政
区
域
を
な
し
、
一
七
年
に
は
跡
ケ
瀬
村
列
と
な
っ
て
六
か
村
で
一
行
政
区
域
と
な

っ
た
が
、
二
二
年
の
町
村
制
の
施
行
に
と
も
な
い
、
狩
尾
、
的
石
、
跡
ケ
瀬
の
三
か
村
が
合

併
し
て
尾
ケ
石
村
と
な
っ
た
。 

（
四
） 

内
牧
町 

こ
の
地
域
は
、
古
来
、
大
観
望
か
ら
甲
岩
に
至
る
半
壁
の
外
輪
山
に
囲
繞
さ
れ
た
高
地
に

は
、
阿
蘇
家
家
臣
小
嶋
氏
の
野
中
城
、
中
央
部
の
内
牧
市
街
地
に
は
、
天
正
の
始
め
辺
春
丹

波
守
盛
道
が
築
城
し
、
こ
の
地
一
帯
を
治
め
て
い
た
と
さ
れ
る
内
牧
城
（
現
在
の
阿
蘇
市
体

育
館
）
等
が
あ
っ
た
が
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
島
津
義
久
が
こ
の
地
に
攻
め
入
り
、
落

城
し
た
。
そ
の
後
、
加
藤
清
正
が
肥
後
の
領
主
と
な
り
、
そ
の
家
臣
加
藤
右
馬
允
を
内
牧
城

代
に
あ
て
た
。
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
加
藤
氏
に
代
わ
っ
て
細
川
氏
が
肥
後
藩
主
と
な
り
、

豊
後
の
一
部
を
あ
わ
せ
て
阿
蘇
地
方
を
九
手
永
の
下
に
八
〇
余
村
に
分
け
、
郡
代
を
内
牧
に

置
い
た
が
、
本
町
の
地
域
は
内
牧
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）、
第
一
一

大
区
第
一
、
第
二
小
区
に
属
し
た
が
、
そ
の
後
内
牧
、
分
内
牧
、
成
川
が
合
併
し
て
内
牧
村

に
、
折
戸
、
宇
土
が
合
併
し
て
三
久
保
村
と
な
り
、
一
二
年
に
三
久
保
村
と
内
牧
村
で
一
行

政
区
域
を
、
小
里
、
小
園
、
西
湯
浦
、
湯
浦
、
宮
原
は
五
ケ
村
で
一
行
政
区
域
を
な
し
た
。

一
七
年
の
制
度
の
改
正
で
七
か
村
で
一
行
政
区
域
を
な
し
た
が
、
二
二
年
の
町
村
制
の
施
行

に
と
も
な
い
七
か
村
が
合
併
し
て
内
牧
村
と
な
り
、
三
九
年
町
制
を
施
行
し
た
。
な
お
、
三

一
年
に
は
、
こ
の
地
に
温
泉
が
掘
さ
く
さ
れ
た
。 

（
五
） 

山
田
村 

こ
の
村
か
ら
石
斧
、
石
鏃
等
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
石
器
時
代
か
ら
人
間
が
集
団

生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
は
、
歴
代
阿
蘇
家
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ

て
い
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
笹
原
美
濃
守
が
治
め
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
旧
藩
時
代
、

郡
代
が
内
牧
村
に
あ
っ
て
阿
蘇
谷
を
治
め
た
が
、
山
田
村
は
内
牧
手
永
に
属
し
て
い
た
。
明

治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
、
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
と
き
は
、
山
田
、
小
野
田
、
黒
流
町
、
今

町
、
小
池
、
小
倉
の
各
村
と
役
犬
原
、
西
町
、
竹
原
の
九
か
村
で
一
行
政
区
域
と
さ
れ
て
い

た
が
、
二
二
年
の
町
村
制
の
施
行
に
と
も
な
い
役
犬
原
、
竹
原
、
西
町
の
三
か
村
を
除
く
山

田
村
ほ
か
五
か
村
が
合
併
し
て
山
田
村
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
過 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）、
町
村
合
併
促
進
法
が
制
定
さ
れ
る
と
内
牧
・
山
田
・
黒
川
・
永

水
・
尾
ケ
石
の
各
町
村
住
民
の
間
に
は
、
内
牧
五
か
町
村
合
併
の
気
運
が
高
ま
っ
て
き
た
。 

各
町
村
の
議
会
議
員
、
各
種
団
体
か
ら
一
町
村
当
り
一
三
人
ず
つ
の
合
併
協
議
会
委
員
を
選

出
し
て
、
二
九
年
一
月
、
五
か
町
村
合
併
協
議
会
が
発
足
し
た
。
初
の
協
議
会
は
、
一
月
一
〇

日
開
催
さ
れ
、
会
長
に
黒
川
村
長
、
副
会
長
に
内
牧
町
長
を
選
出
し
、
合
併
期
日
の
目
標
を
同

年
四
月
一
日
と
決
定
し
た
。
一
月
二
二
日
の
会
議
に
お
い
て
、
各
町
村
か
ら
一
人
ず
つ
選
出
し

て
、
新
庁
舎
の
位
置
に
つ
い
て
協
議
し
た
結
果
、
庁
舎
の
位
置
を
内
牧
町
に
決
定
し
、
ま
た
、

新
町
建
設
計
画
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
二
月
二
〇
日
の
協
議
会
に
お
い
て
、
内
牧
町
か
ら
新
町
建
設
計
画
に
つ
い
て
大

巾
な
修
正
案
が
出
さ
れ
、
他
の
各
村
が
反
対
し
た
た
め
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
内
牧
町
は
合
併
か

ら
離
れ
、
四
か
村
の
合
併
に
成
る
か
に
み
え
た
。
し
か
し
、
二
月
二
三
日
の
協
議
会
に
お
い
て

は
、
各
村
と
も
内
牧
を
除
い
た
合
併
に
は
不
満
を
示
し
、
内
牧
町
の
要
望
事
項
は
で
き
る
だ
け

と
り
入
れ
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
に
し
て
、
五
か
町
村
合
併
を
決
定
し
た
。
た
だ
黒
川
村
に
お

い
て
は
、
新
町
の
役
場
位
置
に
対
す
る
不
満
等
も
あ
っ
た
が
、
関
係
町
村
の
議
会
に
お
い
て
、

一
月
二
三
日
お
よ
び
二
四
日
に
そ
れ
ぞ
れ
合
併
議
決
が
行
わ
れ
、
二
九
年
四
月
一
日
、
県
下
の

先
頭
を
き
っ
て
合
併
し
た
。
本
町
は
、
世
界
に
誇
る
阿
蘇
山
を
擁
し
て
お
り
、
本
町
の
象
徴
で

あ
る
阿
蘇
山
と
と
も
に
町
の
発
展
を
実
現
す
べ
く
町
名
を
「
阿
蘇
町
」
と
決
定
し
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

合
体
合
併 

（
二
） 

新
町
名 

 

阿
蘇
町 

（
三
） 

役
場
の
位
置 

 

阿
蘇
郡
内
牧
町
大
字
内
牧
二
六
一
番
地
（
現
内
牧
町
役
場
） 

−1078−−1079−



（
四
） 

 

合
併
の
時
期 

 
 
 

昭
和
二
九
年
四
月
一
日

（
五
） 

 

出
張
所
の
位
置
お
よ
び
機
構
、
権
限
の
大
綱

 
 

各
村
役
場
に
出
張
所
を
置
く
。
職
員
は
、
所
長
及
び
職
員
若
干
名
、
給
仕
又
は
使
丁
一
名

と
し
、
戸
籍
、
配
給
、
諸
証
明
及
び
徴
税
事
務
を
処
理
す
る
。

 
 

各
町
村
の
議
会
議
員
は
、
新
町
の
議
会
議
員
と
し
て
昭
和
三
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で
在
任

す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

町
村
三
役
に
つ
い
て
は
、
各
町
村
に
お
い
て
支
給
し
、
そ
の
支
給
額
は
、
国
家
公
務

員
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。

 
 

職
員
に
つ
い
て
も
、
国
家
公
務
員
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
（
た
だ
し
、
最
低
参
万
円

と
す
る
）
。

 
 

各
町
村
の
消
防
団
を
一
団
に
統
合
し
、
阿
蘇
町
消
防
団
と
す
る
。
各
町
村
地
区
内
の
分
団

は
現
在
の
ま
ま
存
続
し
、
機
械
化
の
整
備
に
伴
い
統
合
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

各
町
村
有
山
林
は
、
原
則
と
し
て
新
町
に
引
き
継
ぐ
が
、
立
木
の
処
分
に
つ
い
て

は
、
左
記
の
と
お
り
と
す
る
。

（
六
） 

 

議
会
議
員
の
任
期

（
七
） 

 

助
役
の
定
数
は
、
二
人
と
す
る
。

（
八
） 

 

町
村
職
員
の
処
置

 
 

１ 
 

全
職
員
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

２ 
 

職
員
の
勤
続
年
数
は
、
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

３ 
 

退
職
手
当
は
、
左
記
の
通
り
支
給
す
る
。

イロ

（
九
） 

 

財
産
処
分

 
 

１ 
 

負
債
は
、
全
部
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

 
 

２ 
 

基
本
財
産
、
特
別
基
本
財
産
、
行
政
財
産
は
全
部
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

 
 

３ 
 

部
分
林
の
関
係
あ
る
も
の
は
、
旧
慣
を
遵
守
し
、
別
に
こ
れ
を
協
定
す
る
。

 
 

４ 
 

村
有
牧
野
、
採
草
地
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
使
用
慣
行
通
り
と
す
る
。

（
一
〇
） 

消
防
団
の
組
織
統
合

（
一
一
）

 
 
 
 
 
 
 
 

農
業
委
員
会
の
統
合
整
備
に
つ
い
て
は
、
農
業
団
体
の
再
編
を
ま
っ
て
適
当
に
処

理
す
る
。

（
一
二
） 
 

国
民
健
康
保
険
事
業
は
実
施
す
る
。

（
一
三
）

１ 
 

立
木
は
、
昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日
以
前
に
植
林
し
た
も
の
は
、
そ
の
町
村
の
公
共
施

設
に
使
用
し
、
伐
採
跡
地
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

町
村
有
の
山
林
で
あ
っ
て
部
分
林
の
関
係
の
あ
る
も
の
は
、
旧
慣
を
尊
重
し
、
各
町
村

の
分
収
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

左
の
村
有
牧
野
、
採
草
地
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
旧
慣
を
遵
守
し
、
従
前
の
使
用
慣
行

の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

前
各
号
に
つ
い
て
は
、
各
町
村
の
決
議
を
経
て
協
定
し
、
新
町
に
対
し
て
も
同
様
協
定

す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
二
八
年
六
月
二
六
日
の
大
災
害
の
復
旧
（
簡
易
水
道
を
含
む
。
）
は
、
新
町
に

お
い
て
全
責
任
を
も
っ
て
施
行
し
、
受
益
者
の
一
部
負
担
以
外
の
損
失
が
あ
る
と
き
は
、
事

業
引
き
継
ぎ
前
に
遡
及
し
て
前
項
１
の
山
林
立
木
の
処
分
そ
の
他
起
債
に
よ
り
町
の
責
任
に

お
い
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

２３４５ 
 

協
定
調
印
者
は
、
町
長
及
び
議
長
並
び
に
関
係
町
村
長
及
び
議
長
と
す
る
。

（
一
四
）

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

黒
川
村
、
永
水
村
、
尾
ケ
石
村
、
山
田
村

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

黒

川

村

永

水

村

尾
ヶ
石
村

内

牧

町

山

田

村

河
崎

義
夫

中
村

守

宮
川

正
猪

小
島

政
義

渡
辺

銀
寿

寺
西

若
喜

永
田

照
雄

江
入

武
雄

大
熊

達
海

岩
下

平
喜

森

末
年

中
村

新
吾

山
本

芳
喜

草
野

重
盛

井
野

弥
惣

佐
々
木
市
松

白
石

偵

本
田

秀
雪

小
野

義
夫

中
西

利
男

西
村

熊
彦

西
岡

久
蔵

佐
藤

亦
蔵

奈
須

忠
雄

猪
島

敏
雄

町
村
名

―1080―



区

分

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

都
市
的

業

態

戸人
千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人人人

平
方
粁

商
工
業

そ
の
他

そ
の
他

計計
農

業

官

公

署

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市
町
村
税
納
税
額

前
年
度
予
算
総
額

生

産

額

鉱
工
産

農

産

そ
の
他

計

二
三
、
五
一
八

四
、
四
六
五

一
九
八
・
七
八

一
、
七
五
四

四
、
四
八
二

六
、
二
三
六

一
一
、
六
一
七

五
、
六
六
五

一
七
、
二
八
二

二
五七

―

三
三
、
〇
四
二

一
〇
、
一
五
五

四
二
、
〇
〇
九

一
〇
〇
、
九
七
五七

三
三
、
二
七
一

五
六
五
、
三
〇
〇

一
六
八
、
四
〇
四

七
六
六
、
九
七
五

八
、
〇
四
五

一
、
四
八
一

四
八
・
二
八

八
八
〇

一
、
四
二
〇

二
、
三
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

一
、
七
四
五

五
、
七
四
五五一

―

一
三
、
三
〇
〇

二
、
六
三
四

一
四
、
四
二
九

三
八
、
六
二
四一

―

二
五
八
、
四
六
五

四
、
〇
二
七

二
六
二
、
四
九
二

二
、
七
九
〇

五
二
〇

二
六
・
一
一

一
一
四

五
二
一

六
三
五

九
六
八

二
、
一
五
五

一
、
一
八
七三一

―

二
、
三
二
一

六
二
七

三
、
六
九
三

一
二
、
七
一
一

――

八
〇
、
一
〇
〇

四
〇
〇

八
〇
、
五
〇
〇

三
、
九
一
九

一
〇
、
二
七
〇

―

一
、
三
七
〇

四
三
、
五
六
二

八
、
一
七
〇

五
三
、
一
〇
二

二
、
九
八
一

五
一
二

三
六
・
〇
九

一
四
五

一
五
二

二
九
七

二
、
〇
五
二

六
三
二

二
、
六
八
四二三

―

二
、
〇
三
三

三
五
五

六
、
七
五
八

一
、
四
六
二

五
五
・
八
九

四
一
五

一
、
九
五
〇

二
、
三
四
三

二
、
七
五
八

二
、
〇
五
〇

四
、
〇
〇
〇

一
二一

―

一
〇
、
二
一
九

六
、
二
八
三

一
四
、
八
五
一

二
五
、
八
三
〇

二
七
、
八
八
一六

一
一
九
、
八
八
一

一
三
七
、
九
〇
七

二
八
五
、
六
六
九

二
、
九
四
四

四
九
〇

三
二
・
四
一

二
〇
〇

四
六

二
四
六

二
、
六
四
七

五
一

二
、
六
九
八三

組
合
一

―

五
、
一
六
九

二
五
六

五
、
一
一
七

一
三
、
五
四
〇

―

四
、
〇
二
〇

六
三
、
二
九
二

一
七
、
九
〇
〇

八
五
、
二
一
二

そ
の
他

の
業
態

中
学
校
以

上
の
学
校

会
社
、工
場
、

事
業
場

資
本
金
五
百

万
円
以
上

（

）
阿
蘇
町

黒
川
村

合

併

町

村

永
水
村

尾
ヶ
石
村

内
牧
村

山
田
村

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表
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【
旧
阿
蘇
郡
波
野
村
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
村
の
沿
革

 
 

本
村
の
沿
革
は
、
史
的
資
料
が
な
い
た
め
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
七
〇
〇
年
ぐ

ら
い
前
か
ら
人
家
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
往
時
は
、
阿
蘇
氏
の
管
轄
で
あ
っ
た
が
、
加
藤
、

細
川
の
時
代
に
至
り
東
部
地
区
は
そ
の
所
領
と
な
っ
て
久
住
手
永
に
属
し
た
が
、
西
部
地
区
は

そ
の
後
も
阿
蘇
氏
の
所
領
と
し
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。

 
 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
の
下
で
は
第
一
一
大
区
第
六
小
区
に
属
し
、
一
二
年
、

郡
区
町
村
編
制
法
が
実
施
さ
れ
る
と
、
波
野
、
新
波
野
、
中
江
、
滝
水
の
四
か
村
が
一
行
政
区

域
と
な
り
、
小
池
野
、
赤
仁
田
、
小
園
の
三
か
村
は
、
現
在
産
山
村
に
属
す
る
片
俟
村
と
行
政

区
域
を
同
じ
く
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。
一
七
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
小

池
野
村
は
、
波
野
村
列
に
加
え
ら
れ
、
赤
仁
田
、
小
園
の
両
村
は
、
産
山
列
村
に
加
え
ら
れ
た
。

二
二
年
、
町
村
制
の
施
行
に
伴
い
、
波
野
村
外
六
か
村
が
合
併
し
て
、
波
野
村
と
な
っ
た
。

 
 

な
お
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
作
成
さ
れ
た
戸
籍
帳
に
よ
る
と
、「
濤
野
村
」
、「
浪
野
村
」

と
混
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
波
野
村
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
、
本
村
の
地
形
が
南
北
に
波
の
よ

う
に
起
伏
し
て
お
り
、
そ
の
形
が
さ
な
が
ら
大
波
の
う
ね
り
の
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
き

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
、
町
村
合
併
促
進
法
の
制
定
に
伴
い
、
本
村
は
、
隣
村
の
産
山
村

と
合
併
す
る
よ
う
県
の
合
併
試
案
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
二
九
年
八
月
頃
か
ら
種
々
調
査
を
行

っ
て
合
併
を
促
進
し
た
が
、
村
民
の
間
に
は
一
向
に
合
併
の
気
運
も
盛
り
あ
が
ら
ず
、
た
だ
世

間
話
と
し
て
、
産
山
村
と
の
合
併
論
、
一
の
宮
町
と
の
合
併
論
あ
る
い
は
波
野
、
産
山
、
野
尻

三
か
村
合
併
論
等
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
合
併
気
運
の
盛
り
あ
が
り
が
全
然

な
か
っ
た
の
で
、三
二
年
三
月
二
九
日
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
第
二
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

知
事
は
、
産
山
村
と
の
合
併
を
勧
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
村
は
、
産
山
村
と
の
合
併
を
議
決

し
て
県
に
答
申
し
た
が
、
勧
告
後
行
わ
れ
た
住
民
投
票
の
結
果
、
合
併
反
対
が
多
数
で
あ
っ
た

た
め
合
併
を
取
り
止
め
た
。

 
 

こ
の
の
ち
県
は
、
波
野
、
産
山
二
か
村
の
合
併
は
、
地
理
的
関
係
そ
の
他
か
ら
不
可
能
な
実

情
に
あ
る
と
判
断
し
て
三
四
年
三
月
、
合
併
計
画
を
変
更
し
、
本
村
は
独
立
村
と
し
て
残
す
こ

と
と
し
た
。

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯
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市

制

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

現

在

ま
で

波

野

村

新

波

野

村

中

江

村

滝

水

村

小

池

野

村

赤

仁

田

村

小

園

村

波

野

村

波

野

村

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）
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